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令和８年度 BRIDGE制度中間評価の進め方について 

 

令 和 ８ 年 ３ 月 

SIP/BRIDGE 総括 

 

１．基本方針 

「研究開発と Society5.0 との橋渡しプログラム運用指針」（以下「運用指針」とい

う。）において、制度全体に対する評価について、一定の期間ごとに中間評価を行うこと

としている。本中間評価は、BRIDGE 制度運用開始からの中間段階における成果と課題を検

証するとともに、その結果を令和８年度から開始される「SIP 及び BRIDGEの今後の在り方

検討」や、次期科学技術・イノベーション創造推進費の制度設計へ円滑に接続することを

目的として実施する。 

 

２．BRIDGE 制度評価の観点 

 運用指針４．評価（１）に定める評価対象に沿って、本中間評価では、（１）制度全体

（共通）、（２）研究開発型、（３）システム改革型の３区分で評価を行う。なお、制度全

体（共通）の評価は、運用指針に掲げる評価項目（民間研究開発投資の誘発又は財政支出

の効率化、イノベーション化への誘導、SIP型マネジメント、制度改善点）を基礎とし

て、実務上の検討観点として必要に応じて具体化して整理する。 

 

（１）制度全体（共通） 

・計上予算（推進費）の在り方 

  民間研究開発投資の誘発又は財政支出の効率化に対して有効であったか。 

・各省庁の施策のイノベーション化への誘導の在り方 

  各省庁の研究開発等の施策が、BRIDGEを通じて社会課題解決や新事業創出（イノベー

ション化）へ適切に接続・誘導されているか。 

・SIP型マネジメント導入の有効性 

  各省 PDへの権限集中、明確な目標・マイルストーン設定、進捗管理、産学官連携体

制の構築等の「SIP 型マネジメント」の導入は、施策の推進に有効であったか。 

・評価結果の適切な反映及び施策の見直しの在り方 

  評価結果を踏まえた施策の見直し及び次年度の推進費配分への反映が適切になされて

いるか。 

・SIPとの役割分担・連携の在り方 

  SIP 制度との役割分担は明確か。また、関連する制度・施策との有機的な連携が行わ

れているか。 

・BRIDGE 制度の改善点の抽出 

  制度運用上の課題及び改善すべき点はないか。 
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（２）研究開発型 

・重点課題設定の在り方 

  「重点課題」の設定は適切か。また、重点課題に対応した各省庁からの施策選定（公

募・提案）プロセスは適切か。 

・SIP連携課題における連携・支援の在り方 

SIP連携課題において、SIP PD による提案、助言及び支援は有効に機能しているか。 

 

（３）システム改革型 

・各事業の機能発揮状況 

  中長期的に官民研究開発投資の拡大を図る観点から、大学改革、スタートアップ・エ

コシステムの形成、新 SBIR 制度の加速、標準活用等の各事業において、各事業の目

的に応じた制度・環境整備その他の機能が十分に発揮されているか。 

 

３．進め方（案） 

（１）制度中間評価ワーキンググループ（以下「制度中間評価 WG」という。）の設置 

  制度評価の客観性を担保するため、ガバニングボードとは独立した形で制度中間評価 

WGを設置し、外部有識者を招いて BRIDGE 制度を評価する。  

 

（２）制度中間評価 WGにおける審議 

  制度中間評価 WGにおける審議は、BRIDGE 関係者（各省 PD、産業界、学術界、関係省

庁、スタートアップ、大学、研究推進法人等）へのアンケート調査並びに、制度運

用、社会実装及びシステム改革機能の観点から選定した対象者へのヒアリング調査に

より収集した意見をベースに実施する。調査結果及び審議結果は報告書に取りまと

め、ガバニングボードに報告する。 

 

（３）制度中間評価 WGメンバーについて 

  制度中間評価 WGは、SIP制度中間評価との連携を考慮のうえ、外部有識者の複数名で

構成する。 

 

（４）制度運営状況把握 

  事務局によるアンケート及びヒアリングによる制度運営状況把握を実施。 

 

  １）アンケート調査 

   運用指針４．評価（１）に定める評価対象及び評価項目に沿って、制度全体（共

通）、研究開発型及びシステム改革型の各観点からアンケート調査を実施する。 

   対象：各省 PD、産業界、学術界、関係省庁、スタートアップ、大学、研究推進法人

等 

  ２）ヒアリング調査 
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   BRIDGE関係者以外を含む複数から BRIDGE制度（特に社会実装の加速や、官民研究

開発投資の拡大に向けたシステム改革機能）に関する意見を聴取し、制度運用上の

課題及び改善点を抽出する。 

   対象：各省 PD、産業界、学術界、関係省庁、スタートアップ、大学、研究推進法人

等のうち、制度運用、社会実装及びシステム改革機能の観点から、代表性又

は専門性を有する者 

 

４．スケジュール（案） 

 BRIDGE 制度中間評価のスケジュールは、概ね以下を予定している。 

 

（１）アンケート調査 

  実施時期：４月中旬～５月中旬 

 

（２）ヒアリング 

  実施時期：４月下旬～５月下旬 

 

（３）制度中間評価 WGの開催 

  実施時期：５月下旬、６月下旬（計２回） 

 

（４）評価報告書の作成 

  実施時期：７月上旬～中旬 

 

（５）ガバニングボード承認 

  実施時期：７月下旬 


